
平成１８年５月１２日 
各   位 

会 社 名 世紀東急工業株式会社 
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（コード番号  1898    東証第１部） 
問合せ先 総務人事部長 菊 地  隆 
       TEL（03）3434－3345 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
  
 当社は、平成１８年５月１２日開催の取締役会において、平成１８年６月２９日開催予定の第

５７回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしました
のでお知らせいたします。 
 

記 
１．変更の理由 
（１） 「会社法」（平成１７年法律第８６号）および「会社法の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律」（平成１７年法律第８７号）ならびに関係政省令が平成１８年５月１
日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行うものであります。 

    ①当会社に設置する機関について、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、
監査役会および会計監査人を置く旨を規定するため、第４条を新設するものでありま

す。 
    ②株券を発行する旨を規定するため、第７条を新設するものであります。 
    ③単元未満株式について行使することができる権利について規定するため、第１０条を

新設するものであります。 
    ④株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の情報をインターネットにより開示する

ことを可能とするため、第１６条を新設するものであります。 
    ⑤取締役会をより機動的・効率的に運営するため、第２５条を新設し、取締役会の決議

を書面または電磁的方法により行うことができる旨を規定するものであります。 
    ⑥社外監査役としてふさわしい人材の招聘を容易にするため、第３７条第２項を新設し、

社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨を規定するものでありま

す。 
    ⑦株主総会における代理人による議決権の行使について代理人の人数を規定するため、

現行定款第１６条第１項について所要の変更を行うものであります。 
    ⑧このほか、会社法施行に伴う用語および引用条文の変更等に伴い、所要の変更を行う

ものであります。 
  （２） 現行定款の規定を全般的に見直し、条文の整備ならびに字句の修正を行うとともに、

規定の新設および削除に伴う条数の変更等を行うものであります。 
 
２．変更の内容 
     変更の内容は次のとおりであります。 
     なお、条数の繰り下げのみの変更につきましては、条文の記載を省略いたしております。 

（下線部分は変更箇所） 

現  行  定  款 変   更   案 

第１章  総   則 

 
＜ 新  設 ＞ 

 

 

 

第１章  総   則 

 
第４条 当会社は株主総会および取締役のほか、次の

機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査役 



現  行  定  款 変   更   案 

 

 
第４条 当会社の公告は電子公告により行う。ただ

し、電子公告によることができない事故その

他のやむを得ない事由が生じたときは、日本

経済新聞に掲載する。 

 

第２章  株   式 

 

第５条 当会社の発行する株式の総数は５億株とし、

このうち４億８，１６０万株は普通株式、６

００万株はＡ種優先株式、１，２４０万株は

Ｂ種優先株式とする。 

＜ 新  設 ＞ 

第６条 当会社は、商法第２１１条ノ３第１項第２号

の規定により、取締役会の決議をもって自己

株式を買受けることができる。 

第７条 当会社の１単元の株式数は全ての種類の株

式につき１，０００株とする。 

② 当会社は、１単元の株式の数に満たない株式

（以下「単元未満株式」という）に係わる株

券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定

めるところについてはこの限りでない。 

＜ 新  設 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第８条 当会社は株式につき名義書換代理人を置く。 

② 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって選定しこれを公告

する。 

③ 当会社の株主名簿および実質株主名簿なら  

びに株券喪失登録簿（以下「株主名簿等」と

いう）は、名義書換代理人の事務取扱場所に

備え置き、株式の名義書換、質権の登録およ

び信託財産の表示ならびにこれらの抹消、株

券の交付、届出の受理、単元未満株式の買取、

その他株式に関する事務は名義書換代理人

に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わ

ない。 

第９条 株主（実質株主を含む。以下同じ）、登録質

権者および信託財産の受託者またはその法

定代理人は、氏名、住所ならびに印鑑を当会

３．監査役会 

４．会計監査人 

第５条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただ

し、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

第２章  株   式 

 

第６条 当会社の発行可能株式総数は５億株とし、こ

のうち４億８，１６０万株は普通株式、６０

０万株はＡ種優先株式、１，２４０万株はＢ

種優先株式とする。 

第７条 当会社は株式に係る株券を発行する。 

第８条 当会社は会社法第１６５条第２項の規定に

より、取締役会の決議によって市場取引等に

より自己の株式を取得することができる。 

第９条 当会社の単元株式数は全ての種類の株式に

つき１，０００株とする。 

② 当会社は第７条の規定にかかわらず、単元未

満株式に係る株券を発行しない。ただし、株

式取扱規程に定めるところについてはこの

限りでない。 

第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ）

は、その有する単元未満株式について、次に

掲げる権利以外の権利を行使することがで

きない。 

１．会社法第１８９条第２項各号に掲げる権     

利 

２．会社法第１６６条第１項の規定による請

求をする権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の

割当ておよび募集新株予約権の割当て

を受ける権利 

第１１条 当会社は株主名簿管理人を置く。 

② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定め、これを公告す

る。 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ）、新株予約権原簿および株券喪失登

録簿の作成ならびに備置きその他の株主名

簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に

関する事務は、これを株主名簿管理人に委託

し、当会社においては取扱わない。 

 

 

 
＜ 削  除 ＞ 

 

 



現  行  定  款 変   更   案 

社名義書換代理人に届出るものとする。これ

を変更したときも同様とする。 

② 外国に住所を有する株主、登録質権者および

信託財産の受託者は、日本国内に在住する代

理人を定め、前項に準じて届出るものとす

る。 

第１０条 当会社の発行する株券の種類、株式の名義書

換、単元未満株式の買取、その他株式に関す

る諸手続およびその手数料は、取締役会で定

める株式取扱規程による。 

第１１条 当会社は毎年３月３１日の最終の株主名簿

等に記載または記録された議決権を有する

株主をもって、その決算期に関する定時株主

総会において権利を行使すべき株主とする。 

② 前項のほか必要ある場合は、取締役会の決議

によりあらかじめ公告して、一定の日の最終

の株主名簿等に記載または記録された株主

または登録質権者をもって、その権利を行使

すべき株主または登録質権者とすることが

できる。 

 

第２章の２  優先株式 

 

第１１条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容

は、次のとおりとする。 

  １．当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優

先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」

という）またはＡ種優先株式の登録質権者

（以下「Ａ種優先登録質権者」という）に対

し、普通株式を有する株主または普通株式の

登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につ

き５００円を支払う。 

   （２）Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に

対しては、前記のほか残余財産の分配は行わ

ない。 

  ３．当会社は、株主に配当すべき利益をもって、

または分配可能額の範囲で、平成２０年１０

月１日以降、いつでもＡ種優先株式を買い受

けることができる。 

（２）当会社は、取締役会の決議により取得日と

して定めた日の到来により、配当すべき利益

をもって、または分配可能額の範囲で、Ａ種

優先株式を強制消却（取得を含む）すること

ができる。 

 

（3）買受価額または強制消却の対価は、Ａ種優

先株式１株につきその発行価額に１００分

の１０５を乗じた金額とする。 

４．Ａ種優先株主は、平成１８年７月１日以降平

成２８年７月３１日までの間において、毎年

 

 
＜ 削  除 ＞ 

 

 

 
第１２条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料

は、法令または本定款のほか、取締役会にお

いて定める株式取扱規程による。 

 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

 

 

 

 

第２章の２  優先株式 

 

第１２条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容

は、次のとおりとする。 

  １．当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優

先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」

という）またはＡ種優先株式の登録株式質権

者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という）

に対し、普通株式を有する株主または普通株

式の登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式

１株につき５００円を支払う。 

   （２）Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権

者に対しては、前記のほか残余財産の分配は

行わない。 

  ３．当会社は、法令で定める分配可能額（以下「分

配可能額」という）の範囲で、平成２０年１

０月１日以降、いつでも、法令の手続に従い

Ａ種優先株式を買い受けることができる。 

（２）当会社は、取締役会の決議により取得日と

して定めた日の到来により、分配可能額の範

囲で、Ａ種優先株式の全部または一部を取得

することができる。ただし、Ａ種優先株式の

一部を取得する場合、取得する株式の決定

は、取締役会の決議による。 

（3）買受価額または前号の取得の対価は、Ａ種

優先株式１株につきその発行価額に１００

分の１０５を乗じた金額とする。 

４．Ａ種優先株主は、平成１８年７月１日以降平

成２８年７月３１日までの間において、毎年
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７月１日から７月３１日までの間（以下｢償

還可能期間｣という）、各償還可能期間開始時

点の最終営業年度の貸借対照表確定時の法

令で定める「分配可能額」から２億円を控除

した額を上限として、Ａ種優先株式の全部ま

たは一部の償還（取得を含む）を請求するこ

とができる。ただし、分配可能額は最終営業

年度の貸借対照表確定時に剰余金の分配を

した場合は、当該分配額を分配可能額から控

除した金額とする。 

 

 

６．転換を請求し得べき期間中に転換請求のなか

ったＡ種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下、「強制転換基準日」という）をもっ

て、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を強制

転換基準日に先立つ４５取引日目に始まる

３０取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の

終値（気配表示を含む）の平均値（終値のな

い日数を除く。以下、「強制転換価額」とい

う）で除して得られる数の普通株式となる。

ただし、強制転換価額の計算は、円位未満小

数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。この場合、強制転換価額が（ア）Ａ種

優先株式の発行に際して取締役会の決議で

定める上限転換価額を上回るとき、または

（イ）当該取締役会の決議で定める下限転換

価額を下回るときは、Ａ種優先株式 1株の払

込金相当額を（ア）の場合当該上限転換価額

で、（イ）の場合当該下限転換価額で除して

得られる数の普通株式となる。前記の普通株

式の算出に当たって１株に満たない端数が

生じたときは、商法第２２０条に定める方法

によりこれを取扱う。 

７．（２）当会社は、株主に新株の引受権、新株予約

権の引受権または新株予約権付社債の引受

権を与えるときは、各々の場合に応じて、Ａ

種優先株主にはＡ種優先株式の新株の引受

権、新株予約権の引受権または新株予約権付

社債の引受権を同時に同一の割合で与える。 

 
第１１条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容

は、次のとおりとする。 

1．当会社は、株主に配当すべき利益をもって、

または分配可能額の範囲で、いつでもＢ種優

先株式を買い受けることができる。 

（２）当会社は、取締役会の決議により取得日と

して定めた日の到来により、配当すべき利益

をもって、または分配可能額の範囲で、Ｂ種

７月１日から７月３１日までの間（以下｢償

還可能期間｣という）、各償還可能期間開始時

点の最終事業年度の貸借対照表確定時の法

令で定める「分配可能額」（以下『「分配可能

額」』という）から２億円を控除した額を上

限として、Ａ種優先株式の全部または一部の

償還（次号に定める償還価額の交付と引換に

当該株式を取得することをいう）を請求する

ことができる。ただし、「分配可能額」は最

終事業年度の貸借対照表確定時に剰余金の

分配をした場合は、当該分配額を「分配可能

額」から控除した金額とする。 

６．転換を請求し得べき期間中に転換請求のなか

ったＡ種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下、「強制転換基準日」という）をもっ

て、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を強制

転換基準日に先立つ４５取引日目に始まる

３０取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の

終値（気配表示を含む）の平均値（終値のな

い日数を除く。以下、「強制転換価額」とい

う）で除して得られる数の普通株式となる。

ただし、強制転換価額の計算は、円位未満小

数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。この場合、強制転換価額が（ア）Ａ種

優先株式の発行に際して取締役会の決議で

定める上限転換価額を上回るとき、または

（イ）当該取締役会の決議で定める下限転換

価額を下回るときは、Ａ種優先株式 1株の払

込金相当額を（ア）の場合当該上限転換価額

で、（イ）の場合当該下限転換価額で除して

得られる数の普通株式となる。前記の普通株

式の算出に当たって１株に満たない端数が

生じたときは、会社法第２３４条に定める方

法によりこれを取扱う。 

７．（２）当会社は、株主に募集株式の割当てを受け

る権利または募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えるときは、各々の場合に応じ

て、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の募集株

式の割当てを受ける権利または募集新株予

約権の割当てを受ける権利を同時に同一の

割合で与える。 

第１２条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容

は、次のとおりとする。 

1．当会社は、分配可能額の範囲で、いつでも、

法令の手続にしたがいＢ種優先株式を買い

受けることができる。 

（２）当会社は、取締役会の決議により取得日と

して定めた日の到来により、分配可能額の範

囲で、Ｂ種優先株式の全部または一部を取得
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優先株式を強制消却（取得を含む）すること

ができる。 

 

（3）買受価額または強制消却の対価は、Ｂ種優先

株式１株につきその発行価額に１００分の

１０５を乗じた金額とする。 

２．第１１条の２第１項、第２項、第５項、第６

項および第７項の規定は、Ｂ種優先株式にこ

れを準用する。この場合、｢Ａ種優先株式｣

は｢Ｂ種優先株式｣と、｢Ａ種優先株主｣は｢Ｂ

種優先株主｣と、「Ａ種優先登録質権者」は「Ｂ

種優先登録質権者」とそれぞれ読み替えるも

のとする。 

第１１条の５ 第１１条、第１３条、第１４条、第１５条、

第１６条、第１７条の規定は、種類株主総会に

ついてこれを準用する。 

 
第３章  株 主 総 会 

 
第１２条 定時株主総会は毎年６月にこれを招集し、臨

時株主総会は必要の際随時これを招集する。 

 
＜ 新  設 ＞ 

 
第１３条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き

取締役会の決議に基づき取締役社長がこれ

を招集し、取締役社長差支えあるときは、取

締役会の決議に基づきあらかじめ定めた順

序により他の取締役がこれにあたる。 

第１４条 総会の議長は取締役社長がこれにあたり、取

締役社長差支えあるときは、取締役会の決議

に基づきあらかじめ定めた順序により他の

取締役がこれにあたる。 

＜ 新  設 ＞ 

 

 

 

 

 

 

第１５条 総会の決議は法令に別段の定めがある場合

を除き、出席した株主の議決権の過半数をも

ってこれを行う。 

 
② 商法第３４３条に定める特別決議は、総株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上をもってこ

れを行う。 

第１６条 株主は議決権を有する他の株主を代理人と

して、議決権を行使することができる。 

することができる。ただし、Ｂ種優先株式の

一部を取得する場合、取得する株式の決定

は、取締役会の決議による。 

（3）買受価額または前号の取得の対価は、Ｂ種優

先株式１株につきその発行価額に１００分

の１０５を乗じた金額とする。 

２．第１２条の２第１項、第２項、第５項、第６

項および第７項の規定は、Ｂ種優先株式にこ

れを準用する。この場合、｢Ａ種優先株式｣

は｢Ｂ種優先株式｣と、｢Ａ種優先株主｣は｢Ｂ

種優先株主｣と、「Ａ種優先登録株式質権者」

は「Ｂ種優先登録株式質権者」とそれぞれ読

み替えるものとする。 

第１２条の５ 第１３条、第１４条、第１５条、第１６条、

第１７条、第１８条の規定は、種類株主総会に

ついてこれを準用する。 

 
第３章  株 主 総 会 

 
第１３条 当会社の定時株主総会は毎年６月にこれを

招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時

これを招集する。 

第１４条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年３月

３１日とする。 

第１５条 株主総会は取締役社長がこれを招集し、議長

となる。 

② 取締役社長に事故があるときは、取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取

締役が株主総会を招集し、議長となる。 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

 

第１６条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類、事業報告、計算書類および連結計算

書類に記載または表示をすべき事項に係る

情報を、法務省令に定めるところに従いイン

ターネットを利用する方法で開示すること

により、株主に対して提供したものとみなす

ことができる。 

第１７条 株主総会の決議は法令または本定款に別段

の定めがある場合を除き、出席した議決権を

行使することができる株主の議決権の過半

数をもって行う。 

② 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議

決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって行う。 

第１８条 株主は議決権を有する他の株主１名を代理

人として、その議決権を行使することができ
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② 株主または代理人は株主総会毎に代理権を

証する書面を当会社に提出しなければなら

ない。 

第１７条 総会の議事については議事録を作成し、議事

録には議事の経過の要領およびその結果を

記載または記録して、議長ならびに出席した

取締役がこれに記名押印または電子署名の

うえ、これを１０年間本店に、その謄本を５

年間支店に備え置く。 

 
第４章  取締役および取締役会 

 

第１８条 当会社に取締役２４名以内を置く。 

第１９条 取締役は、株主総会において選任する。 

② 取締役の選任については、総株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもってこれを行う。 

 
③ 取締役の選任については、累積投票によらな

い。 

第２０条 取締役の任期は、就任後１年内の最終の決算

期に関する定時株主総会終結の時までとす

る。 

② 補欠または増員のため選任された取締役の

任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき

時までとする。 

第２１条 取締役会の決議により、取締役社長１名なら

びに取締役副社長、専務取締役および常務取

締役各若干名を選任することができる。 

② 前項のほか取締役会の決議により、取締役会

長および取締役副会長各１名を選任するこ

とができる。 

③ 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議

によりこれを選任する。ただし、取締役社長

は代表取締役でなければならない。 

＜ 新  設 ＞ 

 

 

 

④ 代表取締役は各自会社を代表し、取締役会の

決議に従い業務を執行する。ただし、日常の  

業務については取締役会の決議を要しない。 

第２２条 取締役会は取締役をもって組織し、法令また

は定款に定める事項その他重要な業務の執

行を決定する。 

② 取締役会は法令に別段の定めがある場合を                     

除き、取締役会長が招集し、その議長となる。 

取締役会長差支えあるときは取締役社長が

これにあたり、取締役社長差支えあるとき

る。 

② 株主または代理人は株主総会ごとに代理権

を証明する書面を当会社に提出しなければ

ならない。 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

 

 

 

 
第４章  取締役および取締役会 

 

第１９条 当会社の取締役は２４名以内とする。 

第２０条 取締役は、株主総会において選任する。 

② 取締役の選任決議は、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をも

って行う。 

③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないも

のとする。 

第２１条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

② 補欠または増員のため選任された取締役の

任期は、他の在任取締役の任期の満了する時

までとする。 

第２２条     ＜ 削  除 ＞ 

 

 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

取締役会はその決議によって代表取締役を 

選定する。ただし、取締役社長は代表取締役

でなければならない。 

② 取締役会はその決議によって、取締役会長、

取締役副会長、取締役社長各１名、取締役副

社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定

めることができる。 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

第２３条     ＜ 削  除 ＞ 

 

 
 取締役会は法令に別段の定めがある場合を             

除き、取締役会長が招集し、その議長となる。 
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は、取締役会の決議に基づきあらかじめ定め

た順序により他の取締役がこれにあたる。 

＜ 新  設 ＞ 

 

 

 

 
③ 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに

各取締役および各監査役にこれを発する。た

だし、緊急の場合はこれを短縮することがで

きる。 

＜ 新  設 ＞ 

 

 

 

＜ 新  設 ＞ 

 

 

＜ 新  設 ＞ 

 

 
第２３条 取締役会の議事については議事録を作成し、

議事録には議事の経過の要領およびその結

果を記載または記録して、出席した取締役お

よび監査役が記名押印または電子署名し、１

０年間本店に備え置く。 

＜ 新  設 ＞ 

 

 
第２４条 取締役の受ける報酬は、株主総会の決議をも

ってこれを定める。 

 

 

第２６条 当会社は、商法第２６６条第１２項の規定に

より、取締役会の決議をもって、同条第１項

第５号の行為に関する取締役（取締役であっ

たものを含む。）の責任を法令の限度におい

て免除することができる。 

  ② 当会社は、商法第２６６条第１９項の規定に

より、社外取締役との間に、同条第１項第５

号の行為による賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する

額とする。 

 

第５章  監査役および監査役会 

 
第２７条 当会社に監査役４名以内を置く。 

第２８条 監査役は、株主総会において選任する。 

② 監査役の選任については、総株主の議決権の

 

 
② 取締役会長に欠員または事故があるときは

取締役社長が、取締役社長に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議

長となる。 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

 
第２４条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに

各取締役および各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、これを短縮

することができる。 

  ② 取締役および監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続を経ないで取締役会を開催

することができる。 

第２５条 当会社は会社法第３７０条の要件を充たし

たときは、取締役会の決議があったものとみ

なす。 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

 

 
第２６条 取締役会に関する事項は法令または本定款

のほか、取締役会において定める取締役会規

程による。 

第２７条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価

として当会社から受ける財産上の利益（以下

「報酬等」という）は、株主総会の決議によ

って定める。 

第２９条 当会社は会社法第４２６条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる取締役（取締

役であったものを含む。）の損害賠償責任を、

法令の限度において、取締役会の決議によっ

て免除することができる。 

  ② 当会社は会社法第４２７条第１項の規定に

より、社外取締役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

 

第５章  監査役および監査役会 

 
第３０条 当会社の監査役は４名以内とする。 

第３１条 監査役は、株主総会において選任する。 

② 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
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３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもってこれを行う。 

 

第２９条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算

期に関する定時株主総会終結の時までとす

る。 

② 補欠として選任された監査役の任期は、退任

した監査役の任期の満了すべき時までとす

る。 

第３０条 監査役は互選により常勤の監査役を定める。 

 
第３１条 監査役会は監査役をもって組織し、法令に定

める権限を有するほか、監査役の権限の行使

を妨げない範囲内で、監査役の職務執行に関

する事項を決定する。 

② 監査役会は、監査役会であらかじめ定めた監

査役が招集し、議長となる。ただし、必要あ

るときは、他の監査役も招集することができ

る。 

③ 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに

各監査役にこれを発する。ただし、緊急の場

合はこれを短縮することができる。 

 

＜ 新  設 ＞ 

 

 
第３２条 監査役会の議事については議事録を作成し、

議事録には議事の経過の要領およびその結

果を記載または記録して、出席した監査役が

記名押印または電子署名し、１０年間本店に

備え置く。 

＜ 新  設 ＞ 

 

 
第３３条 監査役の受ける報酬は、株主総会の決議をも

ってこれを定める。 

第３４条 当会社は、商法第２８０条第１項の規定によ

り、取締役会の決議をもって、監査役（監査

役であったものを含む。）の責任を法令の限

度において免除することができる。 

 
＜ 新  設 ＞ 

 

 

 

 

 

 

第６章  計    算  

 

ができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をも

って行う。 

第３２条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

② 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし

て選任された監査役の任期は、退任した監査

役の任期の満了する時までとする。 

第３３条 監査役会はその決議によって常勤の監査役

を選定する。 

第３４条     ＜ 削  除 ＞ 

 

 

 

＜ 削  除 ＞ 

  

 

 
監査役会の招集通知は、会日の３日前までに

各監査役に対して発する。ただし、緊急の必

要があるときは、これを短縮することができ

る。 

  ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続 

を経ないで監査役会を開催することができ

る。 

＜ 削  除 ＞ 

 

 

 

 
第３５条 監査役会に関する事項は、法令または本定款

のほか、監査役会において定める監査役会規

程による。 

第３６条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって

定める。 

第３７条 当会社は会社法第４２６条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる監査役（監査

役であったものを含む。）の損害賠償責任を、

法令の限度において、取締役会の決議によっ

て免除することができる。 

  ② 当会社は会社法第４２７条第１項の規定に

より、社外監査役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

 

第６章  計    算  
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第３５条 当会社の営業年度は４月１日から翌年３月

３１日までとし、営業年度の末日を決算期日

とする。 

第３６条 当会社の利益金は法令に別段の定めあるも

ののほか、株主総会の決議をもってこれを処

分する。 

第３７条 利益配当金は、毎決算期日最終の株主名簿等

に記載または記録された株主または登録質

権者に支払うものとする。 

② 商法第２９３条ノ５の規定による金銭の分

配（以下「中間配当」という）は、取締役会

の決議により、毎年９月３０日最終の株主名

簿等に記載または記録された株主または登

録質権者に行うことができる。 

＜  新  設  ＞ 

 

 
第３８条 利益配当金または中間配当金は、支払確定の

日から満三年を経過しても受領されないと

きは、その配当金は当会社に帰属する。 

 
第３９条 Ａ種優先株式およびＢ種優先株式の転換請

求または一斉転換により発行された普通株

式に対する最初の利益配当金の計算につい

ては、転換請求または一斉転換が４月１日か

ら翌年３月３１日までの間になされたとき

は４月１日にそれぞれ転換があったものと

みなす。 

第３８条 当会社の事業年度は毎年４月１日から翌年

３月３１日までの１年とする。 

 

＜  削  除  ＞ 

 

 
第３９条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１

日とする。 

 
＜  削  除  ＞ 

 

 

 

 
第４０条 当会社は取締役会の決議によって、毎年９月

３０日を基準日として中間配当をすること

ができる。 

第４１条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始

の日から満三年を経過してもなお受領され

ないときは、当会社はその支払義務を免れ

る。 

＜ 削  除 ＞ 

 

 
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日  平成１８年６月２９日（木曜日） 
  定款変更の効力発生日       平成１８年６月２９日（木曜日） 

 
以 上 


